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中国で、スマートフォンを使った電子決済サービスやカメラによる顔認証システム等が

急成長していることが日本のテレビでよく紹介されています。先日、中国に帰省し、テ

レビで紹介されない、実際に体験した事や感じた事をご報告したいと思います。 

 

帰省した私を迎えに来た親戚の子と一緒に駅地下の駐車場に行くと、その子が歩きな

がら、スマホで遠方に向かって何か撮影を始めました。不思議な行動に質問すると、

「今、駐車料金を支払しています」と話してくれました。よく見ると駐車場の壁や柱に

大きな QR コード案内が沢山貼ってあります、どこでもスマホで「ピッ」とスキャンす

るだけで、支払いは完了とのことです。日本でも似たようなサービスがありますが、多

くの QR コード看板は出入り口にしか設置してありません。少しの工夫だけで、大変便

利になり、とても良いアイディアだと思いました。 

 

駐車場内の大きな QR コード案内      停車 3 分、超過は即撮

影、減点か罰金 

 

別の日に、車で出かけた際に、運転している親戚のスマホに SNS 着信の音がしまし

た。助手席に座っている別の親戚はスマホを見て、“ヤバイことをしちゃいましたね”

と一言。実は直前に間違って一方通行の道を逆走したようです。それをカメラに撮られ

て、警察からの罰金通知が SNS で来たのでした。悔しい気持ちの一方、なんと効率的

なことだと感心しました。車のナンバーとスマホ番号にリンクし、駅や空港での送り迎

えの個人用車の駐車時間 3 分以内、高速等の有料道路の管理は完全に無人化になってい

ます。少子高齢化で人手が不足している日本でも早く実現できたらと思います。 

QR コードよるキャッシュレス化に伴う、画像処理技術も急成長しています。ネット

ショッピングは既に普及し、有名なアリババのネットショッピング淘宝網（タオバオワ

ン）の商品探しは文字だけではなく、名前を知らない商品の写真でも簡単に検索できま

す。最近アマゾンも画像検索できるようになりましたが、試してみると、淘宝網はアマ

ゾンより遥かに優秀です。街中にはあちこちにカメラが設置されて、信号無視や日本で

問題になっているあおり運転、交通違反だけでなく、犯罪も激減、より安全安心な生活

ができるようになったと、心から感じました。実話ですが、中国で大変人気のあるロッ

 

 

 

 

 

 

 

 

アーバンレポートでも何度か取り上げております民法改正ですが、今でも様々な法律が改正されて

いる中で、なぜ民法の改正だけがこれだけ注目を集めているのでしょうか。 

実は民法の“経済的な側面を規律する部分”については、これまでほとんど改正されていなかった

為のようです。最も身近な法律ともいえる民法が１２０年以上も前に決められたままだったことに、

驚く方も多いかもしれません。 

 

改正点の重要箇所を改めてまとめますと 

〇 約款既定の新設       〇 変動法定利率の採用 

〇 消滅時効既定の見直し    〇 保証ルールの見直し（連帯保証人） 

〇 売主や請負人の担保責任   〇 意思能力制度の明文化 

〇 賃貸借契約の敷金ルールの明文化 

というところでしょうか。今回は私共の業務にも関わりのある【連帯保証人】について掘り下げた

いと思います。 

 

 お客様との会話の中で「保証人は必要か…」「保証人がいない場合は…」「保証人は…」、お申し込

みの際などで頻繁に出てくる保証人という言葉ですが、そもそも“連帯保証人”と“保証人”では大

きく責任が異なる点はご存じでしょうか。 

 賃貸借契約では、契約者が滞納をした場合に代わりに支払わなければならない点は、連帯保証人

も保証人も同じです。しかし保証人は滞納家賃を払う前にオーナーや管理会社へ意見を主張するこ

とができます。これを法律用語で「抗弁権」といいます。 

１、『催促の抗弁権』 保証人である自分に請求する前に契約者へ最初に督促するよう要求するこ

とができます。 

２、『検索の抗弁権』 契約者に本当に支払い能力がないかどうか確認することを要求することが

できます。 

そして分別の利益があり、保証人が複数いる場合には、支払い義務が保証人の人数で割られるとい

うことです。例えば、保証人が２人いて１００万円の請求がある場合には、２人で５０万円ずつが

支払い上限で、５０万円を払えばそれ以上は関係ありません。しかし、連帯保証人の場合は請求さ

れたらすべてを支払わなければなりません。 

 要するに連帯保証人はその部屋に居住していないものの、契約者とほぼ

同一の義務を負っています。また契約が続く限り、親から子へ、子から孫

へ、と相続されるのです。 

このように連帯保証人は、保証人よりも義務や責任がより厳しいものとな

っています。 

呼び名を省略しているケースもあるかもしれませんが、当社は連帯保証人

で統一しております。 
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前置きが長くなりましたが、今回の改正では、契約者が滞納をし続ける限り、際限なくいくらでも 

連帯して保証し続けなければならないという事はなくなり、その代わりに契約書には極度額を明記

する事が必要となりました。その背景には、あまりにも連帯保証人にかかる負担が大きすぎるとい

う事があったようです。 

極度額とは、連帯保証人が保証しなければならない債務の限度額のことであり、つまり滞納家賃

等の債務金額の限度額という意味になります。 

 契約書に極度額の明記がない場合は、保証契約が無効となってしまいます。明記がない場合は１

円たりとも保証してもらえない点は注意が必要です。 

 これまでは、連帯保証人になる人が、その重みや責任を十分に理解せずに契約していた例も少な

くありませんが、今後は契約書で「保証極度額２００万円」などと金額を明示しますので、「こんな

に多額の責任は負えない」と引き受けを拒まれる可能性も考えられます。 

かと言って、極度額を低く設定してしまうと、多額の滞納賃料を回収しきれなくなってしまう事態

も発生してしまいます。まずは申し込みの時点で十分に契約者、連帯保証人に説明をして納得をし

てもらってから契約に進むことが重要となります。極度額の金額については一律に数百万と設定す

るよりも、それぞれの住居の賃料によって決めていくのが好ましいと思われます。当社では最悪の

ケースを想定し、原則賃料の２４か月分を極度額として設定しております。 ※ 原則当社では家賃

保証会社の加入は義務付けておりますが、駐車場など連帯保証人様を付けて契約するケースもござ

います。では、 

Ｑ１： 現在入居中の契約はどうなるのでしょうか？当然契約中の契約書には極度額は明記しており

ませんので、連帯保証人は無効になるのか…？！ 

Ａ１： いえ、これは民法の考え方で、従前の契約内容が適用されますので安心して下さい。 

Ｑ２： ２０２０年４月１日以降に旧法での契約が更新される場合はどうなるのでしょうか？ 

Ａ２： 更新後は新法が適用されますので、極度額の明記が必要となります。 

 

もし極度額の明記が無いまま更新契約書に連帯保証人が記名押印すると、その保証契約は無効とな

ってしまいます。予想される問題点としては、今までの更新契約では極度額の明記が無かったのに、

いきなり数百万と明記した書類に記名押印をすることへの拒否反応を起こす連帯保証人が出てくる

かもしれません。 

対策としては、事前に契約者に極度額の説明をして、契約者と管理会社の両方から連帯保証人に説

明をして納得していただき記名押印してもらうか、または連帯保証人には電話のみで状況確認をし

て更新書類の記名押印を不要としていくかとなります。 

後者は記名押印がなくとも従前の契約が適用となります。このように、新規契約も更新契約も簡単

に連帯保証人との手続きはできなくなり、より家賃保証会社の必要性が高まってくるのではないで

しょうか。 

 

緊急事態宣言が解除となっても経済の影響は今後ますます大きくなると思われます。個人や企業へ

の給付金等の政策も打ち立てられておりますが、耐えられずに倒産なども業界によってはでてきて

おります。まずは滞納しない入居者選び、そして

体力のある保証会社選びが重要となります。 

少しでもオーナー様のリスクを低減し、安心安全

な賃貸経営のお手伝いができますように、店舗の

最前線で目を光らせていきたいと思います。 
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